
市町村森林整備支援事業(ライフライン)伐採業務 

仕様書 

〔一般的基準〕 

１ 明示のない事項及び不明瞭な点については、善良な管理義務者の立場をも

って対処すること。 

２ 事業地内の火災防止に万全を期すること。 

３ 事業個々の具体的事項については、次の事業別仕様基準によって実施する

こと。 

４ 仕様基準については、作業員に十分徹底するように措置すること。 

５ 搬出する道路は、県道となるため諏訪建設事務所へ申請すること。 

６ 集積個所が無いため、林地内を活用すること。 

７ 全面通行止めにならないよう配慮すること。 

 

〔伐採・除伐事業仕様基準〕 

１ 搬出した木材は、樹種別に分け、検地、他業者が販売できる状態にしてお

くこと。ただし、別紙搬出委託においてはこの限りでない。 

２ 検地については、伐採根の写真を全て撮影し、検地野帳を作成しておくこ

と。なお、目盛り等写真の詳細が見えるような大きさで作成すること。 

 


